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船舶事故調査報告書 

 

                             令和５年１０月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和４年１１月２６日 ０７時１０分ごろ 

発生場所 青森県平内町清水川漁港東方沖 

清水川港北防波堤灯台から真方位０９８°２,４７０ｍ付近 

 （概位 北緯４０°５５.５′ 東経１４１°０３.３′） 

事故の概要 漁船一義
かずよし

丸は、操業中、船長が負傷した。 

事故調査の経過  令和５年２月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 一義丸、４.９トン 

 ＡＭ３−３８３１０（漁船登録番号）、個人所有 

 １２.８６ｍ（Lr）×３.２４ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３６６.００kＷ、平成２６年１１月 

第２１２－１５８２２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ６４歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成９年７月７日 

免許証交付日 令和３年７月１５日 

         （令和９年７月７日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長ほか甲板員２人（以下「甲板員Ａ」及び「甲板員Ｂ」と

いう。）が乗り組み、なまこ桁網漁の目的で、令和４年１１月２６日０６

時４０分ごろ、清水川漁港を出港して同漁港東方沖の漁場に向かった。 

 船長は、０７時００分ごろ、漁場に到着して操業を行っていたとこ

ろ、えい航の状態から桁網を揚網しようとしたが、桁網の中に大量の砂

が入って揚網できなかったので、砂を排出しようと、えい航索を巻いて

桁網を左舷船首側の海面付近まで巻き揚げ、水深約２０ｍの海底に落

として砂の排出を行った。 
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 船長は、４回目に桁網を巻き上げたところで、ふだんより重かったも

のの、揚網が可能と判断して前部マストの滑車を経由したフックを桁

網の桁の足に取り付けられたワイヤーに引っ掛け、操舵室の左舷側に

配置した甲板員Ａにウインチを操作させ、ブルワークより上方に桁を

巻き揚げた。 
 船長は、左舷中央部に立ち、左舷船首部に配置した甲板員Ｂと共に桁

網の桁を保持し、前部甲板上に下りるように桁を引っ張り込みながら、

桁を下ろさせたが、船外の網が重かったので、降下する桁が船外の網の

重さで左舷側に引っ張られ、０７時１０分ごろ、桁の爪がブルワーク上

に乗せていた自身の右足の甲に刺さった後、桁は、海中に落ちた。 

 船長は、この網の重量では、桁網を上げるのは困難と考え、清水川漁

港のクレーンで陸揚げすることとし、えい航索を約２ｍまで縮め、０７

時５０分ごろ、えい航を開始するとともに、所属漁業協同組合に本事故

の発生とクレーンによる桁網の揚収依頼の連絡を入れた。 

 本船は、清水川漁港に入港して桁網を陸上げ後、船長は、救急車で青

森市内の病院に搬送され、右足背裂傷と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、写真２ ブルワーク及

び汎用パイプ、付図２ 事故発生状況図 参照） 

 その他の事項 

 

 船長は、桁網を前部甲板上に下ろす際、ふだん、ブルワークの内側下

部に設置された汎用パイプに片足を乗せて踏ん張って引っ張り込んで

いたが、本事故当時、桁網が重かったので、力を出しやすいように汎用

パイプより高い位置のブルワーク上に右足を乗せて踏ん張っていた。 

 甲板員Ｂは、船長より体力があるので、ブルワーク上ではなく汎用パ

イプ上に足を乗せた状態で桁網を引き寄せていた。 

 桁網の桁には、三角形の足、金属棒の９本の爪が設置されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、清水川漁港東方沖で揚網中、砂が入ってふだんより重い状態

のなまこ
．．．

桁網の桁を引っ張り込みながら、前部甲板上に下ろす際、船長

が、左舷ブルワーク上に右足を乗せていたことから、船外の網の重さで

左舷側に引っ張られた桁の爪が、船長の右足の甲に刺さって負傷した

ものと考えられる。 

 船長は、ふだんより桁網が重かったことから、力を出しやすいように

汎用パイプより高い位置のブルワーク上に右足を乗せて踏ん張ったも

のと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、清水川漁港東方沖で揚網中、砂が入ってふだんよ

り重い状態のなまこ
．．．

桁網の桁を引っ張り込みながら、前部甲板上に下

ろす際、船長が、左舷ブルワーク上に右足を乗せていたため、船外の網
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の重さで左舷側に引っ張られた桁の爪が、船長の右足の甲に刺さった

ことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・乗組員は、なまこ桁網を揚網する際、ブルワーク上に足を乗せな

いこと。 

・船長は、なまこ桁網を揚網する際、人力で甲板上に引き込める限

度を把握しておくこと。 

・船長は、なまこ桁網を揚収する際、可能であれば、安全靴を着用

することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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（令和４年１１月２６日 

０７時１０分ごろ発生） 
清水川港北防波堤灯台 
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写真１ 本船 

 

 

写真２ ブルワーク及び汎用パイプ 

 

 

付図２ 事故発生状況図 

 

 

 

汎用パイプ 

ワイヤー 

船長はこの辺りに右足を乗せた 


